
天童市民病院感染防止対策に関する指針 

 

１ 趣旨 

この指針は、天童市民病院（以下「病院」という。）における院内感染の防止及

び感染事例発生時の適切な制御等の感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の

高い医療を提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 院内感染防止対策に関する基本的な考え方 

  すべての患者に対して標準感染対策（血液、体液、排出物、粘膜、損傷した皮 

膚は感染の可能性がある対象として対応する）及び感染経路別予防策を実践する 

ことにより、患者と医療従事者双方における院内感染の危険性を減少させること 

を基本的考えとする。 

 

３ 院内感染防止対策委員会・病院組織に関する基本的事項 

院内感染の防止及び対策を適切かつ効果的に実施するため、病院に次の組織を

置く。 

(1) 院内感染防止対策室 

ア 組織 

院内感染防止対策室は、院内感染管理者（医師）、看護部門の感染防止対策

担当看護師並びに診療技術部門（薬剤科及び検査科）の感染防止対策担当者

をコアメンバーとして院内全部署より選出された多職種のメンバーにより構

成する。 

イ 所掌事務 

院内感染防止対策室は、院内感染防止対策に関する病院全体の問題点、課

題等を把握するとともに、その対策を講じる等病院の感染防止対策活動の中

枢的な役割を担うものとする。 

  ウ 院内感染管理者（医師） 

院内感染管理者は、院内感染防止対策担当者と連携し、病院の施設全般に

係る院内感染防止対策の立案、計画、実行、評価等の院内感染防止対策に係

る組織横断的活動を行う。 

エ 会議及び報告 

院内感染防止対策室は、月１回の定例会を開催するとともに、院内感染防

止対策委員会に対して活動状況等を報告する。 

 (2) 院内感染防止対策チーム 

前号の院内感染防止対策室内に次に掲げる院内感染防止対策チーム（以下「Ｉ

ＣＴ」という。）を置く。 

ア 組織 



ＩＣＴは、次の構成員により組織する。 

(ｱ) 感染症対策に３年以上の経験を有する専任の常勤医師 

(ｲ) ５年以上の感染管理従事経験を有する専任の看護師 

(ｳ) ３年以上の病院勤務経験を有する感染防止対策担当の専任の薬剤師 

(ｴ) ３年以上の病院勤務経験を有する専任の臨床検査技師 

イ 所掌事務 

ＩＣＴの所掌業務は、次のとおりとする。 

(ｱ) 最新のエビデンス（臨床結果・検証結果）に基づき、病院の実情に合わ

せた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策及

び洗浄、消毒、滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだマニュアル（手

順書）を作成し、及び各部署に配付すること。 

(ｲ) 病院の職員を対象として、定期的に（年２回程度）院内感染防止対策に

関する研修を行うこと。 

(ｳ) 感染対策向上加算Ⅰに係る届出を行った医療機関が定期的に主催する

院内感染防止対策に関するカンファレンスへ年４回程度参加すること。 

(ｴ) 定期的（１週間に１回程度）に病院内をラウンド（巡回）し、院内感染

事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握及び指

導を行うこと。 

(ｵ) 上記(ｱ)から(ｴ)までに掲げるもののほか、院内感染管理者が必要と認め

る院内感染防止対策の実施 

  ウ 会議の開催等 

    ＩＣＴは、毎月１回会議を開催し、構成員間の情報の共有等を図るものと

する。 

(3) 院内感染防止対策委員会 

病院内に天童市民病院院内感染防止対策委員会（以下「院内感染防止対策委

員会」という。）を置く。 

ア 組織 

院内感染防止対策委員会は、院内感染管理者（医師）、院長、副院長、各科

の医長、事務局長、総看護師長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、看

護部門の担当者、管理栄養士、診療技術部門の技師及び事務部門の職員その

他感染管理者が必要と認める者により構成する。 

イ 所掌事務 

院内感染防止対策委員会の所掌業務は、次のとおりとする。 

(ｱ) 病院内の感染防止対策に関して必要な事項について協議及び審査し、及

びその感染防止対策に係る方針を決定すること。 

(ｲ) 病院内の感染状況や抗生剤等の使用量の把握、院内環境の調整などを図

ること。 



(ｳ) 感染の発生時においては、当該感染の現状の把握、アウトブレイクの予

防、特定、制圧、院内巡視及び院内における統一した感染予防の周知、啓

発等の対策を適切に行うこと。 

ウ 会議の開催 

院内感染防止対策委員会は、毎月１回会議を開催するとともに、必要に応

じて臨時の会議を開催することができる。 

 (4) 院内感染防止対策に関する組織図 

 病院の院内感染防止対策に関する組織図は、別図のとおりとする。 

 

４ 従業者に対する研修に関する基本方針 

  病院の全職員の感染に対する関心を高め、感染防止対策に基づいた医療行為を

行うための正しい知識と技術を習得することを目的に実施する。 

 (1) 全職員を対象とした院内感染防止対策研修会を年２回以上開催し、当該研修

の実施内容（開催日時、出席者、研修内容等）を記録する。 

(2) 新規採用看護師等に対して院内感染防止対策に関する教育を実施する。 

(3) 各部門における院内感染防止対策に関する研修を支援する。 

 

５ 感染症の発生状況の報告に関する基本方針 

(1) 医療関連感染の発生予防及び蔓延の防止を図るため、病院における感染症 

の発生状況を、週に 1 回毎に「感染情報レポート（週別検出菌一覧）」とし 

て病院職員に周知する。毎月の院内感染防止対策委員会の会議において、院 

内感染防止対策上問題となる各種感染症の検出症例の報告を行う。 

(2) 病院内の感染防止対策上重要な病原微生物の検出があった場合には、臨時の

院内感染防止対策委員会を開催し、その対策を検討する。 

 

 

６ 院内感染発生時の対応に関する基本方針 

 (1) 感染症に罹患した患者が発生したときは、主治医等が速やかにＩＣＴに報告

する。 

(2) 緊急を要する感染症が発生したときは、ＩＣＴが直ちに緊急対策を講じると

ともに、その再発防止に係る対応策を検討する。報告が義務付けられている病

気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。 

 

７ 患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針 

院内感染防止対策に対する患者及びその家族等からの理解及び協力を得るため、こ

の指針を病院のホームページ等に掲載するなどにより、積極的な広報を行うものと

する。 



 

８ その他病院内の院内感染防止対策の推進に関する基本方針 

(1) 院内感染防止対策の推進を図るため、3 の(2)イに関するマニュアル（手順書）

を整備し、及び職員に対する周知徹底を図る。 

(2) 前号のマニュアル（手順書）は、定期的に見直しを行うものとする。  

 

  



別図（第２項関係） 

 

天童市民病院感染防止対策組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院長 

院内感染防止対策委員会 

・院内感染管理者（医師）  

・院長          ・看護部門の担当者 

・副院長         ・栄養士 

・各科の医長       ・診療技術部門の技師 

・事務局長        ・事務部門の職員 

・総看護師長       ・その他感染管理者が必要と認める者 

・薬剤部門の責任者 

・検査部門の責任者 

院内感染防止対策室 

・院内感染管理者（医師）       院内感染防止対策チーム（ＩＣＴ） 

・看護部門の感染防止対策     ・感染症対策に３年以上の経験を有する 

 担当看護師            専任の常勤医師 

・診療技術部門（薬剤科及び    ・５年以上の感染管理従事経験を有する 

検査科）の感染防止対策      専任の看護師 

 担当者             ・３年以上の病院勤務経験を有する感染 

・院内全部署より選出された     防止対策担当の専任の薬剤師 

 多職種のメンバー        ・３年以上の病院勤務経験を有する専任 

の臨床検査技師 

 

 

 


